
① 諮問 答申 ②

県教育委員会と宮崎県教科用図書選定審議会について
義務教育課

市町村教育委員会等
(採択権者）

県教育委員会

専門調査員
（採択替え年度のみ設置）

義務教育諸学校の教科用図書の
無償措置に関する法律第１１条（趣旨）

○各教科用図書の特徴をまとめた調査研究資料を作
成〔校長、教頭、教諭等〕

１　都道府県教育委員会は、市町村の教育委員会及び
義務教育諸学校の校長の行う採択に関する事務につい
て、指導、助言又は援助を行おうとするときは、あらか
じめ教科用図書選定審議会の意見を聞かなければなら
ない。

宮崎県教科用図書選定審議会

○採択の基準や採択の在り方、調査研究資料などを
審議〔委員は、学識経験者、教員等２０名で構成〕

法に基づき設置 

資 料 

指導・助言・援助 ③ 


